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Ⅰ 港湾計画の方針 

１ 浜田港への要請 

浜田港は、島根県西部のほぼ中央にあり、関門港と境港の中間に

位置し、馬島、瀬戸ヶ島などの島々に囲まれた天然の良港として古

くから栄え、明治３２年には開港場に指定された。その後、昭和３

２年には重要港湾に指定され、平成２３年には日本海側拠点港（原

木）に選定された。 

現在の浜田港は、島根県唯一の国際貿易港として、林産業、製紙

業をはじめとする背後地域の基幹産業を支える商業港として重要

な役割を担っており、平成２７年における港湾取扱貨物量は外貿３

０万トン、内貿１７万トン、合計４７万トンとなっている。 

一方、浜田港を取り巻く状況は、近年大きく変化してきている。 

東アジア地域の急速な経済発展に伴い、日本海側港湾においては、

対岸諸国の経済発展を我が国の成長に取り込んでいくための拠点

となることが期待されている。特に浜田港においては、対岸の東ア

ジア地域やロシア極東地域と地理的に近接していることに加え、高

規格幹線道路の整備により、島根県の東西地域や中国地方の内陸部、

瀬戸内海側地域と充実した道路ネットワークで結ばれていくこと

から、海上輸送網の拠点としての機能を担うことが期待されている。 

浜田港では、大宗貨物である原木及び石炭の取扱量が順調に推移

し、取扱企業の設備投資により、今後も取扱貨物量の増加が見込ま

れる。また、背後地域にバイオマス発電所の立地増加が見込まれる。

その燃料となる椰子殻などの新たな貨物の需要もあり、係留施設、

埠頭用地などの港湾施設の機能強化が強く望まれている。 

また、浜田港の背後地域には、世界遺産である石見銀山や国宝で
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ある出雲大社など、豊富な観光資源があり、これらを活かした観光

振興における玄関口としての役割が期待されており、外航クルーズ

船にも対応した受け入れ環境の整備が望まれている。 

さらに、大規模地震発生時において、市民の安心・安全を確保し

つつ、企業活動の継続が図れるよう、防災機能の強化が求められて

いる。 
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２ 計画の基本方針 

浜田港への要請を踏まえ、以下に示す「物流」、「交流」、「防災」

という３つの機能が融合した、活力と魅力あるみなとを実現するた

め、平成４０年代前半を目標年次として、以下、１）～４）のよう

に港湾計画の方針を定め、港湾計画を改訂するものである。 

物流：島根県西部を中心とした背後圏域の産業を支え、働く場を

創出する。 

交流：自然や伝統文化に彩られた島根県西部に人を呼び込み、賑

わいを創出する。 

防災：最悪の事態を避け、企業活動の継続や安心・安全な暮らし

を維持する。 

１）外・内貿物流機能の強化と港湾機能の再編 

① 船舶の大型化に対応した係留機能の強化、荷捌き・保管機能の

充実など物流機能の強化を図る。また、国際・国内定期航路の就

航に向けた取り組みを推進する。 

② バイオマス発電関連貨物などの新規取扱需要のある貨物の取

扱拠点の形成を図る。 

③ 埠頭から高規格幹線道路（山陰自動車道）へのアクセス機能の

向上を図る。 

④ 冬季波浪時等における港内静穏度の確保を図る。 

２）交流拠点機能の強化 

① 背後地域の観光資源を活かした地域振興を促進するため、外航

クルーズ船等の大型客船の受入環境の整備を図る。 

② 市民や観光客が港や海と触れ合う憩いの場の創出を図る。 
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３）港内環境の改善 

① 港湾の景観や環境悪化に繋がる放置艇対策として小型船の適

正な管理を図る。 

４）防災機能の強化 

① 大規模地震等の災害に備え、市民の安心・安全の確保、企業活

動の継続に向けた、港湾ＢＣＰの策定等の取り組みを推進する。 

以上の方針のもと、多様な機能を適正に配置し、効率性、快適性、

安全性の高い港湾空間を形成するため、港湾空間を以下のように利用

する。

①福井地区及び長浜地区は、既存の港湾施設等の配置を踏まえて、

物流関連ゾーンとする。 

②福井地区は、クルーズ船の受け入れに対応する交流拠点ゾーンと

する。 

③長浜地区及び鰐石地区は、小型船の適正収容を図るための船だま

り関連ゾーンとする。 
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Ⅱ 港湾の能力 

目標年次（平成４０年代前半）における取扱貨物量等を次のように定

める。 

取

扱

貨

物

量

外  貿 １４０万トン 

内  貿 ２０万トン 

合  計 １６０万トン 
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Ⅲ 港湾施設の規模及び配置 

１ 公共埠頭計画 

１－１ 福井地区 

鉱産品、原木、化学工業品及びコンテナ等の外貿貨物を取り

扱うため、公共埠頭を次のとおり計画する。 

水深１４ｍ 岸壁１バース 延長２８０ｍ 

［新規計画］ Ｆ－５ 

水深１２ｍ 岸壁１バース 延長２４０ｍ 

［既設の変更計画］ Ｆ－３ 

埠頭用地 ７ｈａ（荷捌施設用地及び保管施設用地） 

［新規計画］ 

既設 

水深１４ｍ 岸壁１バース 延長２８０ｍ
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１－２ 長浜地区 

木材チップ、薪炭、化学工業品等の外貿貨物を取り扱うため、

公共埠頭を次のとおり計画する。 

水深１３ｍ 岸壁１バース 延長２６０ｍ 

［既設の変更計画］ Ｎ－１ 

埠頭用地 ３ｈａ（荷捌施設用地及び保管施設用地） 

（うち、２ｈａ既設） ［既設の変更計画］ 

既設 

水深１０ｍ 岸壁１バース 延長１８５ｍ 

埠頭用地 ６ｈａ 

また、以下の施設を廃止する。 

既設 

水深５ｍ 岸壁１バース 延長８５ｍ 
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２ 木材取扱施設計画 

２－１ 長浜地区 

以下の木材取扱施設を廃止する。 

既設 

水深２ｍ 物揚場 延長５０ｍ 

埠頭用地 １ｈａ 

水面整理場 水深２ｍ 面積２ｈａ 

２－２ 鰐石地区 

小型船だまりとして利用転換するため、以下の木材取扱施設

を廃止する。 

既設 

水深２ｍ 物揚場 延長１０４ｍ 

埠頭用地 １ｈａ 

水面貯木場 水深２ｍ 面積２ｈａ 
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３ 危険物取扱施設計画 

３－１ 長浜地区 

港湾関連用地として利用転換するため、以下の危険物取扱施

設用地を廃止する。 

既設 

水深５．５ｍ 岸壁１バース 延長９０ｍ 

危険物取扱施設用地 １ｈａ 
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４ 水域施設計画 

係留施設を含む埠頭の計画に対応して、航路及び泊地を次のとお

り計画する。 

４－１ 航路 

福井地区 

第一航路 水深１５ｍ 幅員３３０ｍ［既設の変更計画］ 

既設 

第一航路 水深１５ｍ 幅員３３０ｍ（工事中） 
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４－２ 泊地 

福井地区 

水深１４ｍ 面積３ｈａ ［新規計画］ 

水深１２ｍ             ［既設の変更計画］ 

既定計画 

水深１４ｍ 面積７ｈａ 

長浜地区 

水深１３ｍ 面積１１ｈａ ［既設の変更計画］ 

水深７．５ｍ             ［既設の変更計画］ 

既設 

水深１０ｍ  

水深７．５ｍ 
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５ 外郭施設計画 

港内の静穏及び航行船舶の安全を図るため、外郭施設を次のとお

り計画する。 

５－１ 防波堤 

福井地区 北防波堤 延長１，１５０ｍ（うち４００ｍ工事中） 

［既設の変更計画］ 

内防波堤 延長１００ｍ   ［新規計画］ 

なお、これに伴い、既設の防波堤１００ｍを撤去する。 

既設 

福井地区 北防波堤 延長４００ｍ（工事中） 

福井地区 内防波堤 延長１００ｍ 
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６ 小型船だまり計画 

漁船、プレジャーボート等の適正な収容を図るため、小型船だま

りを次のとおり計画する。 

６－１ 長浜地区 

長浜南小型船だまり 

泊地 水深２ｍ        ［既定計画の変更計画］ 

物揚場 水深２ｍ 延長７０ｍ ［既定計画］ 

小型桟橋 ２基        ［既定計画の変更計画］ 

既定計画 

泊地 水深２ｍ ２ｈａ 

物揚場 水深２ｍ 延長７０ｍ 

小型桟橋 ５基

６－２ 鰐石地区 

鰐石小型船だまり 

物揚場 水深２ｍ 延長２１５ｍ ［新規計画］ 

埠頭用地 １ｈａ        ［新規計画］ 
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７ 臨港交通施設計画 

港湾における交通の円滑化を図るとともに、港湾と背後地域を結

ぶため、臨港交通施設を次のとおり計画する。 

７－１ 道路 

臨港道路 福井ふ頭線 ［既設の変更計画］ 

起点 臨港道路福井２号線 終点 福井地区 ２車線 

臨港道路 福井長浜線 ［新規計画］ 

起点 臨港道路１４号線 終点 県道浜田商港線 ２車線 

臨港道路 鰐石線 ［新規計画］ 

起点 市道周布１８号線 終点 鰐石地区 ２車線 

鰐石貯木場進入路 ［新規計画］ 

起点 市道周布２８号線 終点 鰐石貯木場野積場 ２車

線 

既設 

臨港道路 福井ふ頭線 

起点 臨港道路福井２号線 終点 埠頭用地 ２車線 



-15- 

Ⅳ 港湾の環境の整備及び保全 

１ 港湾公害防止施設計画 

本港及びその周辺における公害の防止を図るため、港湾公害防止

施設について、以下のとおり計画する。 

（１） 埠頭用地と背後の住居地域との分離を図るため、公害防止用

緩衝地帯を次のとおり計画する。 

福井地区 緩衝緑地 １ｈａ ［新規計画］ 

     緩衝緑地 １ｈａ ［既定計画］ 

既定計画 

福井地区 緩衝緑地 １ｈａ 
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２ 港湾環境整備施設計画 

本港において良好な港湾の環境の形成を図るため、港湾環境整備

施設について、以下のとおり計画する。 

長浜地区 

既定計画どおりとする。 

既定計画 

長浜地区 緑地 １ｈａ 
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Ⅴ 土地造成及び土地利用計画 

港湾施設の計画に対応するとともに、多様な機能が調和し、連携す

る質の高い港湾空間の形成を図るため、土地造成計画及び土地利用計

画を以下のとおり計画する。 

１ 土地造成計画 

単位：ｈａ 

用 途

地区名 

埠  頭 

用  地 

港湾関連 

用  地 

交通機能 

用  地 
緑  地 合  計

福井地区 
(7) 

7 

(5) 

5 

(1) 

1 

(1) 

1 

(13) 

13 

長浜地区 
(1) 

1 

(1) 

1 

(2) 

2 

鰐石地区     
(0) 

0 

合  計 
(8) 

8 

(6) 

6 

(1) 

1 

(1) 

1 

(15) 

15 

注 1）（  ）は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する区域の保全に、

特に密接に関連する土地造成計画で内数である。 

注 2）端数処理のため、内訳の和は必ずしも合計とはならない。 
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２ 土地利用計画 

単位：ｈａ 

用 途

地区名

埠  頭

用  地

港湾関連

用  地

工  業

用  地

交通機能

用  地
緑  地 合  計

福井地区 
(19) 

19 

(13) 

13 

(5) 

5 

(3) 

3 

(40) 

40 

長浜地区 
(5) 

5 

(8) 

8 

(3) 

3 

(3) 

3 

(19) 

19 

鰐石地区 
(1) 

1 

(6) 

6 

(14) 

14 

(1) 

2 

(21) 

22 

合  計 
(24) 

24 

(27) 

27 

(14) 

14 

(9) 

10 

(6) 

6 

(80) 

81 

注 1）（  ）は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する区域の保全に、

特に密接に関連する土地利用計画で内数である。 

注 2）端数処理のため、内訳の和は必ずしも合計とはらない。 
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Ⅵ その他重要事項 

１ 国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点として機能するために

必要な施設 

本港において国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点として機

能するために必要な施設は以下のとおりである。 

福井地区 

岸壁１バース 水深１４ｍ 延長２８０ｍ 

［新規計画］ Ｆ－５ 

第一航路 水深１５ｍ 幅員３３０ｍ［既設の変更計画］ 

泊地 水深１４ｍ 面積３ｈａ ［新規計画］ 

防波堤 延長１，１５０ｍ （うち、４００ｍ工事中） 

［既設の変更計画］ 

長浜地区 

岸壁１バース 水深１３ｍ 延長２６０ｍ 

［既設の変更計画］ Ｎ－１ 

泊地 水深１３ｍ 面積１１ｈａ ［既設の変更計画］ 
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２ 港湾の再開発 

本港の既存施設の有効な利用が図られるよう、港湾の再開発につ

いて以下のとおり計画する。 

（１）利用形態の見直しの必要な区域 

長浜地区においては、土地利用の見直しが必要であることから、

「利用形態の見直しの検討が必要な区域」を設定する。 
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３ 港湾施設の利用 

（１）物資補給等のための施設 

貨物船等の物資補給並びに休憩場所の用に供するため、既存

施設を有効に活用し、物資補給等のための施設を以下のとおり

計画する。 

福井地区 

水深５．５ｍ 岸壁１バース 延長 ９０ｍ 

（物資補給岸壁）[既設] 

長浜地区 

水深７．５ｍ 岸壁１バース 延長１３０ｍ 

（物資補給岸壁）[既設] 



-22- 

４ その他港湾の開発、利用及び保全に関する事項 

（１）廃棄物処理への対応 

廃棄物の処分用地を確保するため、福井地区の１３ｈａ及び

長浜地区の２ｈａの土地造成において、浚渫土砂及び陸上残土

５４万ｍ³の廃棄物の処理を計画する。［新規計画］ 


